
消食基第 87 号  

令和８年２月 17日 

内閣府食品安全委員会事務局評価第一課長 殿 

消費者庁食品衛生基準審査課長

（ 公 印 省 略 ）

食品健康影響評価に係る補足資料の提出について 

令和４年 12 月１日付け厚生労働省発生食 1201 第１号をもって厚生労働大臣

から食品安全委員会委員長宛てに意見を求めた亜塩素酸水について、今般、申

請企業から追加資料の提出がありましたので、食品健康影響評価に係る補足資

料として、別添のとおり資料を提出いたします。 

なお、本資料については、当庁においては公表していない資料であることを

踏まえ、取扱いにご留意いただきたい旨を申し添えます。 
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次に、原液の亜塩素酸水中の臭素酸イオン（BrO3-）の濃度は臭素酸イオン（BrO3-）の溶解度に比べ
て圧倒的に少なく、亜塩素酸イオン（ClO2-）や、塩素酸イオン（ ClO3- ）よりも酸解離定数が⾼く、
他に解離性及び酸化性が強く、濃縮性が低い物質であるとされている C2。なお、原液の亜塩素酸水を⼀
定倍率で希釈した場合、亜塩素酸水中の塩素酸イオン（ClO3-）の濃度も、臭素酸イオン（BrO3-）の濃
度も、同じく⼀定の希釈倍率で希釈されることになる。従って、400 ppm 亜塩素酸水当たりの塩素酸イ
オン（ClO3-）の推定最大濃度や、 臭素酸イオン（BrO3-）の推定最大濃度は、亜塩素酸イオン
（ClO2-）の濃度に対して⼀定の比率であり、この比率が変わることは決してない。（C1：亜塩素酸水の製造方法⓸） 
 亜塩素酸イオン(ClO₂⁻)の濃度 塩素酸イオン(ClO₃⁻)の濃度 臭素酸イオン(BrO₃⁻)の濃度 
溶解度（20~25℃） 約＞75.8％(758,000 ppm) 約＞40％(400,000 ppm) 約 7.5％(75,000 ppm) 
酸解離定数 約 1.1×10⁻² 約-1.0×10⁰ 約 2.3×10¹⁰ 
亜塩素酸水中の各濃度 
（400 ppm 亜塩素酸水あたり
の各推定最大濃度） 

40,000〜60,000 ppm(4.0~6.0%) 
(400 ppm/400 ppm 亜塩素酸水) 

 ppm 
(  ppm/400 ppm 亜塩素酸水) 

500 ppb 
(5 ppb/400 ppm 亜塩素酸水) 

10 倍希釈した亜塩素酸水中の
各濃度 
（400 ppm 亜塩素酸水あたり
の各推定最大濃度） 

4,000〜6,000 ppm(0.4~0.6%) 
(400 ppm/400 ppm 亜塩素酸水) 

 ppm 
( ppm/400 ppm 亜塩素酸水) 

50 ppb 
(5 ppb/400 ppm 亜塩素酸水) 

この内容を踏まえて、対象食品群を亜塩素酸水を用いて従来通り、もしくは新たな殺菌処理方法で殺菌
処理した時、この殺菌処理液である亜塩素酸水が 100％ (全量)対象食品群中に吸収されたと仮定する。
但し、使用基準には、使用した亜塩素酸水は「最終製品完成前に分解し、又は除去しなければならな
い」と定められている。その為、対象食品群中の亜塩素酸イオン(ClO₂⁻)が全て水道水に置換（水洗）
されるまで、水道水（製造用水）を用いて置換（水洗）する必要が生じる。 
そして、水道水中には各種各々のイオンが含まれており、亜塩素酸イオン（ClO2-）と塩素酸イオン

(ClO3⁻)は最大 0.6ppm、臭素酸イオン（BrO₃⁻）は最大 10 ppb 含まれている。その為、対象食品群中の亜
塩素酸水が、全て（完全に）水道水に置換（水洗）されたとした場合、対象食品群中の亜塩素酸イオン
（ClO2-）と塩素酸イオン(ClO3⁻)は最大 0.6ppm、臭素酸イオン（BrO₃⁻）は 10 ppb になり、この
0.6ppm と 10ppb が、対象食品群中に全て吸収されることが最大リスク濃度であると考える。 

なお、使用基準がある亜塩素酸水を用いて、従来通り、もしくは新たな殺菌処理方法で殺菌処理し、
そのあと水道水で置換（水洗）する際、 亜塩素酸水使用業者は、『健生食基発 0308 第１号 健生食監発
0308 第１号「食品中の食品添加物分析法の妥当性確認ガイドライン」の作成及び「第２版 食品中の食
品添加物分析法」の改正について(令和 6 年 3 月 8 日) 別添１食品中の食品添加物分析法の妥当性確認
ガイドライン』において既に評価されている『薬生食基発 0624 第１号 健生食監発 0624 第１号「食品
中の食品添加物分析法」の改正について（令和 3 年 6 月 24 日）別添３亜塩素酸ナトリウム』に準じて、
対象食品群中に亜塩素酸イオン（ClO2-）が残って（残留して）いないか（検出限界以下であるか）どう
かを確認しなければならないと義務付けられている。C3）Ｃ4) 

そのため、対象食品群中の亜塩素酸イオン（ClO2-）が、 水道水の水質基準の目標値として定めてい
る亜塩素酸イオン（ClO2-）の値（0.6ppm）よりも低いもしくは同等であると確認が取れていれば、先に
述べた通り、 亜塩素酸イオン（ClO2-）よりも解離定数が⾼く、濃縮性が低い臭素酸イオン（BrO3-）
は、 水道水の水質基準の基準値として定めている臭素酸イオン（BrO3-）の値（10ppb）と同等もしく
はそれ以下にまで置換（水洗）されていると言える。 
しかも我々は、この対象食品群中の亜塩素酸イオン（ClO2-）が、 水道水の水質基準の目標値として定
めている亜塩素酸イオン（ClO2-）の値（0.6ppm）と同等もしくはそれ以下に置換（水洗）されている
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ことが確認出来ている対象食品群を検体（洗い出したもの、もしくはすりつぶしたもの）に用いて各種
各々のイオンの残留（吸収）性を確認試験で確認している。C5〜C13） 

その結果、全ての対象食品群が検出（定量）下限未満であり、水道水の水質基準（最大）濃度以下で
あった。なお、このあと行われている添加回収試験においては、水道水中に含まれる対象物質を除外す
ることを目的として、イオン交換水を用いている。その為、水道水の品質基準よりも低い検出（定量）
下限値を設定し、確認（測定）することが出来る。C14〜C16） 
よって、各々の方法にて殺菌処理したあと、使用基準を遵守して置換（水洗）した場合、対象食品群中
に吸収された各種各々のイオンの推定最大（最大リスク）濃度は、水道水の水質基準(最大)濃度と同濃
度である。（C1：亜塩素酸水の製造方法⑤） 

亜塩素酸イオン(ClO₂⁻)の濃度 塩素酸イオン(ClO₃⁻)の濃度 臭素酸イオン(BrO₃⁻)の濃度 
対象食品群中に吸収された
各濃度(400 ppm 亜塩素酸水
あたりの各推定濃度)

40,000 ppm 
(40,000 ppm/400 ppm 亜塩素酸水)

 ppm 
(  ppm/400 ppm 亜塩素酸水)

500 ppb 
(5 ppb/400 ppm 亜塩素酸水)

全て(完全に)水道水で置換
(水洗)された時の各対象食品
群中に吸収された各推定最
大濃度※

0.6 ppm [mg/kg] 0.6 ppm [mg/kg] 10 ppb [μg/kg] 

残留(吸収)性確認試験で得ら
れた各対象食品群中に吸収
された各濃度(添加回収試験
によって、検出(定量)下限値
を設定)

ppm [mg/kg]未満 
(定量下限値未満) 

 ppm [mg/kg]未満 
(定量下限値未満) 

 ppb [μg/kg]未満 
(検出下限値未満) 

※水道法第 4 条における水質基準に基づく基準濃度を記載 C17

その上で、亜塩素酸イオン（ClO₂⁻）、塩素酸イオン（ClO₃⁻）、臭素酸イオン（BrO₃⁻）が対象食品群
中に吸収された推定最大（最大リスク）濃度から TMDI（理論最大 1 日摂取量）を算出し、ADI（許容
1 日摂取量）もしくは、10⁻⁵発がんリスクレベルと比較してみることにした。 
尚、この時の亜塩素酸イオン（ClO₂⁻）は、添加回収試験並びに残留性確認試験の結果から、最大濃度

を「0.6 ppm［mg/㎏］」と考えた。そして、「亜塩素酸ナトリウム添加物評価書（第 4 版）」C18 及び「亜
塩素酸水添加物評価書（第 2 版）」C19 に用いた最大検出（定量）限界値を設定して比較した。 
この場合、過大な見積もりとなる可能性はあるが、いずれも、より⾼い方の検出(定量)限界値の値を採
用されていた為、『米(精白米)』、『豆類』、『野菜類』、『果実類』、『藻類』、『魚介類』は「1mg/㎏」に設
定し、『肉類』は「5mg/㎏」に設定した。また、対象食品群中に吸収された塩素酸イオン(ClO₃⁻)及び
臭素酸イオン(BrO₃⁻)は、水道水の水質基準値に基づく基準(最大)濃度を最大リスクとして設定した。 
（C1：亜塩素酸水の製造方法⑥）
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C2） 浄水における臭素酸のリスク評価と生成の制御に関する研究

C3) 
健生食基発 0308 第１号 健生食監発 0308 第１号「食品中の食品添加物分析法の妥当性確認
ガイドライン」の作成及び「第２版 食品中の食品添加物分析法」の改正について(令和 6 年
3 月 8 日) 別添１食品中の食品添加物分析法の妥当性確認ガイドライン』

C4) 薬生食基発 0624 第１号 健生食監発 0624 第１号「食品中の食品添加物分析法」の改正につ
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C12) 引用文献 50 対象食品群の残留性確認試験（藻類）
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C15) 対象食品群中の塩素酸イオンの添加回収試験

C16) 対象食品群中の亜塩素酸イオンの添加回収試験

C17） 水質基準項目（環境省）

C18） 亜塩素酸ナトリウム添加物評価書（第 4 版）

C19） 亜塩素酸水添加物評価書（第 2 版）
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C21） 令和５年国⺠健康・栄養調査報告 第１部 栄養摂取状況調査の結果 
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2026 年 2 月 12 日付 

トリハロメタンの生成について

「亜塩素酸水」は対象食品群の殺菌を目的として、従来の使用方法に加えてバッチ式による殺
菌、表面殺菌又は噴霧殺菌で使用されることを想定しており、又、使用後は、使用基準「使用し
た亜塩素酸水は、最終食品完成前に分解し、又は除去しなければならない」を遵守するべく、水
道水を用いて置換（水洗）することにしている。その為、対象食品群の殺菌を目的として使用さ
れる「次亜塩素酸水」や「亜塩素酸ナトリウム」等についても、同様の方法（置換（水洗））で
使用されている。 

なお、次亜塩素酸水によるトリハロメタンの生成については、添加物評価書「次亜塩素酸水」
（2007 年）において、「微酸性次亜塩素酸水で処理した食品中のトリハロメタン量は、水道水処
理の場合の約 1／4 程度であり、次亜塩素酸ナトリウム処理と比較しても低い値を示したことか
ら、食品中へのトリハロメタン残存量は低いと考えられる。（原文引用）」と報告されている
（D1。また、添加物評価書「亜塩素酸水（第 2 版）」（2012 年）の評価に際して提出した「第 52
回添加物専門調査会（2007 年 12 月 25 日）資料 2-4：亜塩素酸水 トリハロメタン等の生成につ
いて（要請事業者提出資料）」では、亜塩素酸水（pH5.5、有効塩素濃度 100 mg/kg）に 10 分間
浸漬後、さらに 10 分間すすぎ洗いしたレタスを被験物質として測定した結果、食品中のトリハ
ロメタン量は水道水の 1／10 以下であり、「『亜塩素酸水』を用いた食品中にトリハロメタンが残
存する可能性はない、又は極めて低い」と報告されている（D2。

また更に、亜塩素酸ナトリウム（NaClO₂）の pH を酸性に調整し、主たる有効成分を亜塩素
酸（HClO₂）又は二酸化塩素（ClO₂）とする ASC（酸性亜塩素酸ナトリウム液）の使用を想定
した亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正時における第 147 回食品安全委員会添加物専門調査会で
実施された食品健康影響評価では、佐藤専門参考人より、「トリハロメタンについて確認したと
ころ、亜塩素酸や二酸化塩素は酸化剤として作用し、トリハロメタンは生成しにくいことが 
JECFA にも記載されているため、追加のデータは必要ないと考える（原文引用）」との意見が示
されている。（D3 

これらの経緯から、添加物評価書「亜塩素酸ナトリウム（第 4 版）」（2015 年）においては、
「JECFA（2008）によれば、ASC から生成された二酸化塩素は酸化剤として働くため、亜塩素
酸イオン及び塩素酸イオン以外の副生成物やトリハロメタンは生成しないとされている。（原文
引用）」との記載が追記され、評価されている。（D4 

これらの知見を踏まえて、殺菌液と食品が接触した際に生成するトリハロメタンに関する試験
では、水道水のみで処理した対象食品群中のトリハロメタン量を対照とし、殺菌液で処理した対
象食品群中のトリハロメタン量とを比較することにより、トリハロメタンの生成及び残留の有無
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が評価されてきた。 
以上のことから、本件においても、これまで確認されてきた評価方法に基づき、対象食品群の

１つである野菜（レタス等）を用いて試験を実施する予定にしている。具体的には、亜塩素酸水
原液（40,000 ppm 製品）で 15 分間表面（浸漬）殺菌を行った後、亜塩素酸水（亜塩素酸イオ
ン）が除去されるまで水道水による置換（水洗）［目安時間：30 分間］処理を実施した野菜（レ
タス等）を試料とし、ヘッドスペース―ガスクロマトグラフ質量分析法（HS-GC/MS）により、
総トリハロメタン（クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホル
ムの 4 種）を測定する。ここで得られた測定結果を水道水のみで処理した対照検体の測定結果と
比較することにより、亜塩素酸水と対象食品群が接触した際のトリハロメタン生成の有無を確認
し、その結果を報告する予定にしている。 

なお、他の物質（亜塩素酸イオン、塩素酸イオン、臭素酸イオン）に関する残留性確認試験と
の条件を統一することにより、全物質の残留性及び副生成物の有無の相関関係を把握することを
目的として、使用基準案に記載する申請濃度よりも高い過量の濃度による確認試験を行うことを
想定している。 

 
加えて、食品中のトリハロメタンを直接定量する方法（定量的評価方法）については、公定法

として確立された方法は存在しておらず、申請事業者が独自に定量方法を確立することは困難だ
と考える。よって、上記の定性試験を実施し、その結果を資料として提出しようと考えている。 
 
 

引用文献 
 

D1 添加物評価書「次亜塩素酸水」（2007 年） 
  
D2 第 52 回添加物専門調査会（2007 年 12 月 25 日） 

資料 2-4：亜塩素酸水 トリハロメタン等の生成について（要請事業者提出資料） 
  
D3 第 147 回食品安全委員会添加物専門調査会議事録 
  
D4 添加物評価書「亜塩素酸ナトリウム（第 4 版）」（2015 年） 
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